
院  内  掲  示  事  項 

令和 7年 4月現在 

◎ 管 理 者  院長 永芳 実 

◎ 勤務医師  永芳 亜紀  濱口 正道  田上 憲一郎 

◎ 診療科目  内科・小児科・泌尿器科・人工透析 

◎ 診 療 日  日、祝祭日を除く毎日 

◎ 診療時間  月・火・木・金 9：00～12：00、13：30～17：00 

        水曜日 13：30～17：00 土曜日 9：00～12：00 

★ 保険医療機関 

★ 国民健康保険医療機関 

★ 生活保護法指定医療機関 

★ 結核予防法指定医療機関 

★ 原子爆弾被爆者指定医療機関 

★ 在宅療養支援診療所 

★ 訪問看護・訪問診察の実施 

★ 健康相談・健康診査の実施 

★ 褥瘡対策委員会設置施設 

★ 院内感染症対策委員会設置施設 

★ 小児科外来診療科目届出施設 

★ 有床診療所入院基本料 1 

★ 医師配置加算 

★ 夜間緊急体制確保加算 

★ 医師配置加算 

★ 夜間看護配置加算 

★ 有床診療所急性期患者支援病床初期加算 

★ 外来感染対策向上加算 

★ 時間外対応加算 

★ がん治療連携指導料 

★ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注２に規定する遠隔モニタリング加算 

★ 人工腎臓 

★ 導入初期加算１ 

★ 透析液水質確保加算 

★ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

★ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

★ 入院ベースアップ評価料 

★ 入院時食事療養費（Ⅱ） 

★ 入院時の食事について、1食につき負担金 556円 

★ 当診療所には、看護職員が 5名以上勤務しています 

★ 特別の療養環境の提供 

   特 別 室 4,400円（1日につき） 

   個  室 3,300円（1日につき） 

★ 駐車場設備有り 
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医療情報の取得について 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十

分な情報（薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報）を取得・活用して診療を行

っております。 

 

一般名処方について 

当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。 

一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を、「商品名」ではなく「成分名」で表

記した処方箋のことです。 

一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となる

ため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、

同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が

確保されます。 

ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処

方箋に表示されるため、患者様が混乱することがあります。 

そのため、当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患

者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師に

お問い合わせください。 

 

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、

平成 22年 8月 16日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分

かる明細書を無料で発行することと致しました。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和 4

年 4月 1日より、明細書を無料で発行することと致しました。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるもの

ですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその

代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてそ

の旨お申し出下さい。 

令和 7年 4月 1日 
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